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故の抜群ユ臨組から、蜘こ触、それぞれの問いに甘えな軌、。

油蝉　下能骨価のうち．、ユ・つを選んで．甘えなさい。

信　　A市轟は、万一、同市内で公害病軸己死亡した薗凱＝軋見舞鹿5耶押沌支払うことにし．たいと萄
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えていもこのためには轟例を制定してお如とければならないか。

行味行為の公定力とは佃乃㌔「敢禍訴訟瑚轍鵬楓の幣を用いて説明せよ。．

下記②～⑤〔りう軋1つを選んで∵答えな事い

Xは、深慮嘗親の許可が撤回されるに辞して聴聞を曹う瞥碍通知を繋げ取りたが、通知轟には聴聞

の場所に関する取躊餌を火渇：していた一滴知都こはÅ公密替親身との署名押印が凱つた乃で、Xは指

定どおりの期削こ，A出撃番凰念のある輝に出向い‘鴫のの、正確な漸欄コからず、その変動帰

宅してし齢pた由A輝寮風針ま、本人末席として聴聞を終了し、常脚可：アユ轍融鞄分敢行㌻てし，ま

1つたXが後から電話してみると．革肺臓いじやないのだから、牽付で問い食わせるな軋それなり

欄応をとるこ加可能でで如た耳珊跡、か」と聞専鮎れ困惑していもこ（場合X駄脚

融郎域酢で脚を酔けしぼよいかコ
．A結、厚生労働大臣に対し、原爆症措定の栖瞭牲ったが佃のような鮒応があったとする言亀棟こ匿

鮒、多1燵理由に相当の期間が経過しているここもかかわらず、請求に塩草をしていか、言b上声膚が、

Aの症状は原爆に亀田するも町ではないとして原爆鹿町措定摘増徴却下する処分軒下い㌔

紛糾こついて、Aが撮起しうる酢粒について醗噺せよ。

毯由のこ㌘ル両っ丁－′尋
Tも遵しまえない旨

鮎避生滅弘也廊慮しているや．執坤正鵠の

細喝圃拇砧郎朗圃組融軋・
繍敬が歯醸し、その佃者との間で混乱が生じた

して救済を衆めればよいれ
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1滴こととなった。この通過に革

1二主了間・－


